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林野火災にご注意を！！ 
   

東京消防庁では、林野火災の予防を目的とした「林野火災警報等」の運用を

令和８年１月１日から開始します。 

林野火災警報等が発令されている際には、火の使用の制限に従わなければな

りません。これに従わない場合には罰金や拘留などの罰則が適用される場合が

あります。 

 また、令和８年４月以降には「林野火災注意報」の運用を開始し、火の使用

の制限について従うよう努めなければなりません。 
 
 
１ 運用開始までの経緯 

令和７年２月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災などを受け、総務省消防

庁において消防防災対策のあり方について検討された結果、林野火災多発期（１月か

ら５月）に一定の気象条件に達した場合、「林野火災警報」や「林野火災注意報」を発

令し、林野火災予防の実効性を高めることが必要とされました。 

この警報・注意報は、１月１日から５月３１日までの期間中、気象条件やその他の

発令指標を満たした場合に該当する市町村ごとに発令され、該当市町村内の対象区域

内で火の使用が制限されます。 
 

２ 運用開始時期 

 林野火災警報 

  令和８年１月１日（木） 

 ※ 消防法第２２条に規定されている「火災警報」を根拠に、「林野火災の予防を

目的とした火災警報」として運用を開始します。 

 林野火災注意報 

  令和８年４月（予定） 

 ※ 火災予防条例を改正した後に運用を開始します。 

 

３ 林野火災警報等発令時の火の使用の制限（例）  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 
 
 
４ 林野火災警報、林野火災注意報の概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 林野火災注意報については、条例を改正するまでの間において、表中の発令指標

と同等の気象条件に達した場合については、火災予防に関する注意喚起を行ってい

きます。 

 

 

問合せ先 

東京消防庁 ㈹ 電話 3212‐2111 

（全体に関すること） 

企画課計画係  内線 2142、2145 

（警報の発令に関すること） 

警防課消防係 内線 3562、3566 

広報課報道係 内線 2345～2349 

林野火災警報 
（令和８年１月１日運用開始） 

【消防法第 22 条・火災予防条例第 29 条】 

林野火災注意報 
（令和８年４月運用開始） 

【火災予防条例改正予定】 


